
運
転
免
許
自
主
返
納
と
返
納
後
の
支
援
制
度

　

運
転
免
許
は
自
主
返
納
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
返
納
し
た
人
に
は
支
援
制

度
が
あ
り
ま
す
。

運
転
免
許
自
主
返
納　

▼
受
付
場
所　

　

警
察
署
ま
た
は
運
転
免
許
セ
ン
タ
ー

▼
必
要
な
も
の

・
申
請
者
本
人
の
有
効
な
免
許
証

・
印
鑑

支
援
制
度

①
運
転
経
歴
証
明
書

　
　

本
人
の
意
思
で
運
転
免
許
を
自
主

　

返
納
し
た
日
か
ら
過
去
５
年
間
の
運

　

転
経
歴
に
つ
い
て
証
明
し
ま
す
。
各

　

支
援
制
度
を
利
用
す
る
際
に
必
要
な

　

場
合
が
あ
り
ま
す
。

▼
対
象　

　

免
許
自
主
返
納
後
５
年
以
内
の
人

▼
受
付
場
所　

　

警
察
署
ま
た
は
運
転
免
許
セ
ン
タ
ー

▼
必
要
な
も
の

・
申
請
に
よ
る
運
転
免
許
の
取
消
通
知

　

書
（
運
転
免
許
自
主
返
納
と
同
時
申

　

請
の
場
合
は
不
要
）

・
印
鑑

・
証
明
写
真
（
運
転
免
許
セ
ン
タ
ー
で

　

申
請
す
る
場
合
は
不
要
）

・
手
数
料　

１
，
１
０
０
円

②
免
許
返
納
者
割
引
乗
車
証

　
　

一
般
路
線
バ
ス
や
熊
本
電
気
鉄
道
、

　

熊
本
市
交
通
局
が
運
行
す
る
電
車
の

　

利
用
時
に
提
示
す
る
と
、
普
通
旅
客

　

運
賃
の
半
額
（
10
円
未
満
切
り
上
げ
）

　

で
乗
車
で
き
ま
す
。

▼
対
象　

県
内
在
住
の
65
歳
以
上
で
免

　

許
自
主
返
納
し
た
人

▼
受
付
場
所　

熊
本
電
気
鉄
道
・
九
州

　

産
交
バ
ス
・
熊
本
バ
ス
・
熊
本
都
市

　

バ
ス
・
熊
本
市
交
通
局
・
産
交
バ
ス

▼
必
要
な
も
の

・
申
請
に
よ
る
運
転
免
許
の
取
消
通
知

　

書
ま
た
は
運
転
経
歴
証
明
書

・
証
明
写
真

※

こ
の
他
に
も
タ
ク
シ
ー
の
運
賃
割
引

　

や
補
聴
器
の
購
入
費
割
引
な
ど
の
支

　

援
制
度
も
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
お

　

尋
ね
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

・
自
主
返
納
、
運
転
経
歴
証
明
書
に
関

　

す
る
こ
と

　

熊
本
北
合
志
警
察
署　

交
通
第
一
課

　

☎（
3
4
1
）
0
1
1
0

・
免
許
返
納
者
割
引
乗
車
証
に
関
す
る

　

こ
と

　

交
通
防
災
課　

　

☎（
2
4
8
）
1
5
5
5

免
許
返
納
を
考
え
て
い
る
人
へ

宅
地
復
旧
補
助
に
は
事
前
届
け
出
が
必
要
で
す

●
問
い
合
わ
せ
先　

都
市
計
画
課　

都
市
計
画
班　

☎（
２
４
８
）
３
８
５
５

　

熊
本
地
震
に
よ
る
宅
地
被
害
の
復
旧

を
支
援
す
る
、
市
宅
地
復
旧
補
助
金
は

令
和
４
年
３
月
31
日
ま
で
実
施
予
定
で

す
。　

　

今
後
、
こ
の
補
助
を
使
っ
て
宅
地
復

旧
工
事
を
予
定
し
て
い
る
人
は
、
事
前

届
け
出
が
必
要
で
す
。　

　

期
限
ま
で
に
事
前
届
け
出
が
な
い
場

合
、
補
助
を
受
け
ら
れ
な
く
な
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

※

既
に
窓
口
で
相
談
し
て
い
る
人
や
令

　

和
２
年
３
月
ま
で
に
補
助
申
請
を
予

　

定
し
て
い
る
人
は
事
前
届
出
書
の
提

　

出
は
不
要
で
す
。

▼
事
前
届
け
出
期
限　

　

令
和
２
年
３
月
31
日
㈫

▼
補
助
対
象

・
宅
地
の
り
面
の
復
旧
費
用

・
宅
地
の
亀
裂
・
ひ
び
割
れ
の
復
旧
費
用

・
宅
地
擁
壁
の
復
旧
・
補
修
費
用
（
ブ

　

ロ
ッ
ク
塀
や
フ
ェ
ン
ス
は
対
象
外
で
す
）

・
住
宅
基
礎
の
傾
斜
修
復
工
事

※
宅
地
と
は
熊
本
地
震
発
生
時
に
住
宅

　
（
民
間
企
業
や
団
体
な
ど
の
社
宅
や
寮

　

は
含
ま
ず
）
の
用
に
供
さ
れ
て
い
た

　

土
地
。

※

50
万
円
に
満
た
な
い
工
事
、
家
屋
の
壁

　

や
屋
根
の
修
理
な
ど
は
対
象
外
で
す
。

※

擁
壁
の
高
さ
が
２
ｍ
を
超
え
る
も
の

　

は
県
に
工
作
物
確
認
の
申
請
が
必
要

　

で
す
。

▼
申
請
に
必
要
な
も
の　

地
震
に
よ
る

　

被
害
で
あ
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
資

　

料
（
写
真
な
ど
）、
復
旧
に
か
か
る
費

　

用
の
見
積
書
な
ど
、
印
鑑

▼
補
助
割
合　

復
旧
に
か
か
る
費
用
か

　

ら
50
万
円
を
控
除
し
た
額
に
３
分
の

　

２
を
乗
じ
た
額
。（
対
象
工
事
費
は
１
，

　

０
０
０
万
円
ま
で
）

※

す
で
に
工
事
が
完
了
し
て
い
る
場
合
で
も

　

補
助
対
象
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※

最
終
的
な
補
助
金
額
は
申
請
時
に
算
出
。

令
和
２
年
３
月
3
1
日
ま
で
に

H
F
C
ワ
ン
デ
ー
パ
ー
ト
ナ
ー
フ
ィッ
シ
ン
グ
大
海

第14回

●
問
い
合
わ
せ
先　

子
育
て
支
援
課　

子
ど
も
家
庭
班　

☎（
２
４
８
）
1
1
6
2

　

H
F
C
（
ハ
ー
ト
フ
ル
フ
ィ
ッ
シ
ン

グ
ク
ラ
ブ
）
と
市
の
共
催
で
、
ひ
と
り

親
世
帯
を
対
象
に
魚
釣
り
大
会
を
開
催

し
ま
す
。

▼
と
き　

９
月
29
日
㈰

　

午
前
７
時
45
分
〜
午
後
５
時

▼
と
こ
ろ　

上
天
草
市

▼
集
合

・
午
前
７
時
45
分　

市
役
所
玄
関
前　

・
午
前
８
時　

Ｊ
Ａ
菊
池
西
合
志
中
央

　

支
所　

▼
対
象　

ひ
と
り
親
世
帯
の
小
・
中
学

　

生
と
そ
の
保
護
者
（
先
着
20
組
程
度
。

　

原
則
、
保
護
者
同
伴
）

▼
参
加
費　

１
人　

５
０
０
円

　
（
１
日
保
険
代
・
弁
当
代
込
み
）

▼
持
っ
て
く
る
も
の　

飲
み
物
・
帽
子
・

　

タ
オ
ル
な
ど
（
弁
当
・
釣
竿
・
え
さ
・

　

ク
ー
ラ
ー
ボ
ッ
ク
ス
な
ど
は
事
務
局

　

で
用
意
し
ま
す
）

▼
申
込
方
法　

窓
口
か

　

電
話
で
お
申
し
込
み

　

く
だ
さ
い
。

親
子
で
大
物
を
釣
ろ
う

統
計
調
査
員
に
な
り
ま
せ
ん
か

●
問
い
合
わ
せ
先　

企
画
課　

企
画
広
報
班　

☎（
２
４
８
）
１
８
１
３

　

国
勢
調
査
な
ど
各
種
統
計
調
査
に
市

内
で
従
事
す
る
、
統
計
調
査
員
と
し
て
登

録
い
た
だ
け
る
人
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

　

統
計
調
査
員
は
調
査
対
象
を
訪
問
し
、

調
査
票
の
記
入
依
頼
や
回
収
な
ど
を
行

な
い
ま
す
。
統
計
調
査
員
と
し
て
登
録

し
た
人
に
は
、
調
査
が
行
な
わ
れ
る
際

に
優
先
し
て
調
査
業
務
を
依
頼
し
ま
す
。

　

県
知
事
ま
た
は
市
長
か
ら
任
命
さ
れ

る
非
常
勤
の
地
方
公
務
員
と
な
り
、
調

査
に
従
事
し
た
人
に
は
報
酬
が
支
払
わ

れ
ま
す
。
（
報
酬
の
額
は
日
数
や
調
査
対

象
を
な
ど
に
よ
り
異
な
り
ま
す
）

　

調
査
を
正
確
に
行
な
う
に
は
、
調
査

員
の
力
が
必
要
で
す
。
ぜ
ひ
登
録
を
お

願
い
し
ま
す
。
希
望
す
る
人
は
お
尋
ね

く
だ
さ
い
。

▼
登
録
で
き
る
人

・
満
20
歳
以
上
の
人

・
市
内
で
調
査
活
動
が
で
き
る
人

・
警
察
、
税
務
、
興
信
所
な
ど
の
業
務

　

に
従
事
し
て
い
な
い
人

・
選
挙
に
直
接
関
係
の
な
い
人

・
そ
の
他
調
査
活
動
に
支
障
が
な
い
人

あ
な
た
の
力
を
貸
し
て
く
だ
さ
い

付
加
年
金
、任
意
加
入
制
度
を
ご
存
じ
で
す
か

●
問
い
合
わ
せ
先　

保
険
年
金
課　

☎（
２
４
８
）
１
２
７
５　

熊
本
西
年
金
事
務
所
☎（
３
５
３
）
０
１
４
２

　

国
民
年
金
は
老
後
や
も
し
も
の
時
に

あ
な
た
の
大
き
な
支
え
と
な
り
ま
す
。

　

次
の
よ
う
な
制
度
を
利
用
す
る
こ
と

で
、
も
ら
え
る
年
金
額
を
増
や
す
こ
と

も
で
き
ま
す
。

付
加
年
金

　

毎
月
の
保
険
料
に
付
加
保
険
料
（
月

額
４
０
０
円
）
を
あ
わ
せ
て
納
付
す
る

と
、
老
齢
基
礎
年
金
に
上
乗
せ
し
て
支

給
さ
れ
ま
す
。

　

国
民
年
金
の
第
１
号
被
保
険
者
と
65

歳
未
満
の
任
意
加
入
被
保
険
者
が
加
入

し
納
付
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
保
険
料

の
免
除
を
受
け
て
い
る
人
や
国
民
年
金

基
金
加
入
者
は
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま

せ
ん
。

　

付
加
保
険
料
の
納
付
は
申
し
込
み
し

た
月
か
ら
と
な
り
、
納
付
期
限
（
翌
月

末
日
）
ま
で
に
納
め
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。

60
歳
か
ら
64
歳
の
人
へ

任
意
加
入
制
度

　

老
齢
基
礎
年
金
は
、
20
歳
か
ら
60
歳

に
な
る
ま
で
の
40
年
間
保
険
料
を
納
め

な
け
れ
ば
、
満
額
の
年
金
を
受
け
取
る

こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

　

国
民
年
金
保
険
料
の
納
め
忘
れ
な
ど

に
よ
り
、
保
険
料
の
納
付
済
期
間
が
40

年
間
に
満
た
な
い
場
合
は
、
60
歳
か
ら

65
歳
に
な
る
ま
で
の
間
に
国
民
年
金
に

任
意
加
入
し
て
、
満
額
の
年
金
に
近
づ

け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

任
意
加
入
の
対
象
者
は
、次
の
①
〜
③
の

全
て
の
条
件
を
満
た
す
人
で
す
。納
付
方

法
は
口
座
振
替
で
す
。

①
国
内
に
住
所
を
有
す
る
60
歳
以
上
65

　

歳
未
満
の
人

②
老
齢
基
礎
年
金
の
繰
り
上
げ
支
給
を

　

受
け
て
い
な
い
人

③
20
歳
か
ら
60
歳
ま
で
の
年
金
保
険
料

　

の
納
付
月
数
が
４
８
０
月
未
満
の
人

　

詳
し
く
は
、
保
険
年
金
課
ま
た
は
熊
本

西
年
金
事
務
所
へ
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

あ
な
た
を
支
え
る
国
民
年
金
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